
Ⅰ　総括表

１．基本的事項　［法人の基本情報を把握］

千円 千円 ％

２．事業の意義の検証 ［設立目的や事業内容等から事業の意義を検証］（様式２関係）

■ 有 □ 無 ■ 有 □ 無 ■ 有 □ 無

３．経営健全性等の検証
３－１．主な財務・経営指標 ［特に注意すべき財務・経営上の項目を把握］（様式３－１関係）

（注） 債務超過又は累積損失ありの場合、財務状況の把握、注意が必要。 （注） 純損失計上が継続している場合は、経営状況の把握、注意が必要。

(注) 公社等の財務・経営状況に関する所管課による検証結果を記入すること。

３－２．主な県の関与状況 ［県の財政的リスクや人的関与状況を把握］（様式３－２関係） ３－３．

(注) 公社等に対する県の財政支援・人的支援の必要性について、その理由を含め、所管課による検証結果を記入すること。

４．費用対効果の検証（地方創生に資する公社等の有効活用を含む） （様式４関係）

（注） 1.当該事業を公社等が行うことが最も効率的で効果的であるかどうか、また、費用対効果の観点から、費用（県による出資、補助金、その他の財政支出）に見合う効果が出ているかなど
　　　　 について、事業の意義の検証及び経営健全性等の検証結果も踏まえながら、所管課による検証結果を記入すること。
　　　 2.費用対効果が乏しいと認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含めた見直しを行う必要がある。
　　　 3.費用対効果の検証のうち、特に、地方創生に資する内容がある場合、「地方創生に資する公社等の有効活用」の観点を含め記入すること。

県の関与の必要性の検証
　重度の障がい等に対応した福祉サービスの安定的な提供に向け、県が事業内容のあり方等について必要な支
援を行う必要がある。

うち県退職者常勤役員 うち県職員 うち県退職者 正職員 うち県職員

　県社会福祉事業団は、設立以来、その時々の制度やニーズを踏まえた施設の運営を担ってきた。
　地域での生活が困難な要介護等の障がい者や個別の支援が常時必要な強度行動障害を有する障がい者への対応に手厚い人員配置等が求
められ、これらについてはこれまで採算性の面で一般の社会福祉法人等では担うことが困難であった。国の社会福祉基礎構造改革により、こう
した重度障がい者等への支援を評価する加算制度が整備され、一般の社会福祉法人等でも徐々に重度障がい者等の受入れがなされてきた
が、まだ十分とはいえない状況である。そのため、同事業団が当該分野におけるセーフティーネットとして社会福祉の向上に大きく寄与している
ことから、費用（出資等）に見合った効果を生んでいると認められる。
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基本財産（資本金）
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組織体制（人）

（R7年7月現在）

2,003,466

うち借入金 580,434

債務の元利償還金に対する
県（補助金・貸付金）依存率（注）

0.0% OK

項目 R6年度（千円,％） チェック

損失補償・債務保証残高（注）

        2.事業の意義の検証は、各視点（①～③）に基づき、事業の意義の有無について、該当するものいずれかを■とすること。

（注） 1.主な事業内容・実績は、主要事業とその実績を箇条書き等で簡潔に記載すること。

OK

当期経常外増減額
[経常外損益] 18,570

財
務
状
況

資産合計

負債合計

12,196,358

事業の意義
の検証（注２）

（注） 県が損失補償等をしている又は債務の元利償還金への県の関与が大きい（10%以上）場合、経営健全性や財政リスクについて、注意が必要。

5 0 2

総収入に占める
県財政支援等の割合 10.5%

■ 県のアウトソーシング先　 □ 自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体　 □ 国制度や枠組みでの事業実施　 □ 他団体主導

0 OK

0

0 OK

OK

OK

10,192,892

10,182,892

正味財産合計（注）
 [純資産(負の場合、債務超過)]

正味財産-基本財産等（注）
[利益剰余金又は累積損失]

R6年度（千円,％）

761,325

716,435

44,890

経常収益 7,075,089

経常費用 6,576,754

法人名称

（社福）山形県社会福祉事業団（様式１）

R6年度（千円）項目 チェック

社会福祉法人山形県社会福祉事業団

設立目的
［定款記載内容等］

　多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳
を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援すること。

主な
事業内容・
事業実績

（注１）

○老人福祉施設、障害者施設、社会福祉施設（救護施設）の設置経営
特別養護老人ホーム４施設（松濤荘、寿泉荘、大寿荘【入所各100名】、福寿荘【入所83 名】）、養護老人ホーム２施設（明鏡荘、
おいたま荘【入所各100名】）、障害者支援施設５施設（梓園、鶴峰園【入所各40名】、吹浦荘、慈丘園【入所各60名】、総合コロ
ニー希望が丘【入所計250名】）、障害福祉サービス事業所１施設　（ワークショップ明星園【通所40名】）及び救護施設２施設（泉
荘【65名】、みやま荘【75名】）の入所・通所支援

項目 R6年度（千円）

県所管課・担当 障がい福祉課・管理担当

https://www.ysj.or.jp

100.0県出資比率うち県出資額10,000 10,000

昭和40年8月11日

公社等見直し計画

チェック

代表者

設立時期

類型

短期貸付金残高

長期貸付金残高

財務・経営状況の検証

自主事業及び指定管理施設の管理運営により、令和６年度は約516,905千円の当期活動増減差額を計上してい
る。
平成28年３月に県からの障がい者施設移譲を受けた新たな事業・経営計画を策定し、財政基盤の確立と自立的
な経営体質への転換に努めている。

中期経営健全化
計画の策定

■ 有 □ 無

項目

県の財政支援等合計

うち補助金

うち委託料

当期一般正味財産増減額（注）
[当期純損益] 516,905

当期経常増減額
[経常損益] 498,335

経
営
状
況

③代替可能性の視点②県の関与の必要性の視点①公社等の必要性の視点

様式１（総括表）
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（社福）山形県社会福祉事業団（様式１） 公社等見直し計画
５．見直し工程表

情報公開

その他

項目 見直し内容 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

Ⅱ　事業の意義 -

-

累積損失 -

Ⅲ　経営健全性

　Ⅲ－１　財務・経営

収入確保
目標稼働率の設定、支援困難者の積極
的な受入による収入確保

支出削減 給与制度改革

その他収支改善
職員の各種資格取得の推進と有資格者
の採用

　Ⅲ－２　県の関与

財政支援等

県の長期貸付金 -

Ⅴ　その他

-

-

(注) 各項目について、検証結果等を踏まえた今後の見直し内容及びスケジュールを記入すること。

当期純損益赤字２期
以上かつ今後３期以
内に累積損失が生じ
る見込み

-

県の損失補償等 -

元利償還金への
県依存率10%以上

-

中期経営改善計画
等の策定

Ⅳ　費用対効果 -

山形県社会福祉事業団運営費補助金
の交付（継続）

移譲社会福祉施設機能強化等支援事
業費補助金の交付（継続）

山形県社会福祉事業団施設整備支援
事業費補助金の交付（継続）

　Ⅲ－３　経営健全化・財政リスク

債務超過

令和３年３月に「将来構想に基づく後期５

か年実行計画」を策定

様式１（総括表）



Ⅱ　事業の意義の検証

１．公社等の設立目的・事業内容等　［当初の設立目的、現在の事業内容・事業実績を把握］

２．事業の意義の検証 ［社会経済情勢等の変化等を踏まえた公社等の必要性の有無の検証］

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

３．公社等の抜本的改革の内容等 ［上記検証の結果、１つでも「無」がある場合は記入］

公社等見直し計画

         3.事業実績は、活動指標（各公社等の目的の達成度や事業成果を定量的に評価できる項目）を設定のうえ、その評価、今後の見込み、見直し内容を含めて記入すること。

①公社等の必要性
　  設立目的を達成済又は設立
　　目的が社会経済情勢の変化
　　により希薄化していないか

（様式２） （社福）山形県社会福祉事業団

設立時期・沿革 設立：昭和40年8月11日

        2.類型の考え方

設立目的
[定款記載内容等]

　多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の
尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援すること

事業の意義（注）

（公社等の必要性）

出資団体
［名称、金額、割合］

山形県　10,000千円　100％

視点

類型（注１,２） ■ 県のアウトソーシング先　 □ 自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体　 □ 国制度や枠組みでの事業実施　 □ 他団体主導

事業内容
・事業実績

（注３）

①老人福祉施設、障害者施設、社会福祉施設（救護施設）の設置経営　※障害者施設はH28年度、社会福祉施設（救護施
設）はR３年度に山形県より移譲
　　特別養護老人ホーム４施設（松濤荘、寿泉荘、大寿荘【入所各100名】及び福寿荘【入所83名】）
　　障害者支援施設５施設（梓園【入所40名】、鶴峰園【入所40名】、吹浦荘及び慈丘園【入所各60名】、
　　総合コロニー希望が丘【入所計250名】）
　　障害福祉サービス事業所１施設　（ワークショップ明星園【通所40名】）の入所・通所支援
　　救護施設２施設（泉荘【65名】、みやま荘【75名】）
②西村山広域行政事務組合立社会福祉施設（養護老人ホーム）の管理運営（指定管理者）※指定管理期間　R7.3.31まで
　　養護老人ホーム１施設（明鏡荘【100名】）
③西置賜行政事務組合立社会福祉施設（養護老人ホーム）の管理運営（指定管理者）※指定管理期間　R7.3.31まで
　　養護老人ホーム１施設（おいたま荘【100名】）
④障害者就業・生活支援センターの受託経営
　　雇用安定等事業（委託者：山形労働局　庄内及び置賜に設置）
　　生活支援等事業（委託者：山形県　庄内及び置賜に設置）
⑤サポートセンター４事業所の経営
　　生活介護、相談支援、就労継続Ｂ型、就労移行支援、共同生活援助、地域福祉支援センター等の自主経営
⑥山形県地域生活定着支援センターの受託経営（委託者：山形県　地域生活定着促進事業に基づく（厚生労働省））

（注） 1.類型は、公社等の事業内容や出資状況等を踏まえ、該当するものいずれかを■とすること。

(注) 事業の意義が無い場合、公社等の民営化・廃止等を含む抜本的改革が必要となることから、その内容と今後の方向性を記入すること。
　　  また、終了予定時期と終了時期設定の考え方を記入すること。

：県のアウトソーシング先として設立（県の業務の受け皿）；「公の施設」の管理や県の業務の委託先　など

：自律的サービスの提供主体として設立（サービスの主体）；財産（基金）を活用した公益サービス提供、公共的事業を行う株式会社　など

：国の制度や枠組みに基づき全国的に設立（政策の担い手）；法令等に基づき政策の担い手として位置づけられている団体　など

：他団体主導（運営）；県が主導的に運営していない公社等【他団体主導】

【県のアウトソーシング先】

【自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体】

【国制度や枠組みでの事業実施】

　重度の障がいに対応した福祉サービスの安定的な提供に向け、県が事業内容のあり方等
について必要な支援を行う必要がある。

③代替可能性
　 県が直接実施する場合や民営
　 化、他公社等との統合と比較し
　 引き続き公社として行うことが
   最も適当か

終了時期設定の考え方

説明（現状及び今後の見直しを踏まえた検証結果）

　地域での生活が困難な要介護等の障がい者や個別の支援が常時必要な強度行動障害を
有する障がい者への対応に手厚い人員配置等が求められ、これらについてはこれまで採算
性の面で一般の社会福祉法人等では担うことが困難であった。国の社会福祉基礎構造改革
により、こうした重度障がい者等への支援を評価する加算制度が整備され、一般の社会福
祉法人等でも徐々に重度障がい者等の受入れがなされてきたが、まだ十分とはいえない状
況である。

－－終了予定時期

②県の関与の必要性
　 県の出資者としての立場や出
   資の意図が希薄化していない
　 か

　地域での生活が困難な要介護等の障がい者や個別の支援が常時必要な強度行動障害を
有する障がい者については、一般の社会福祉法人等でも徐々にの受入れがなされてきた
が、まだ十分とはいえない状況である。そのため、同事業団が当該分野におけるセーフ
ティーネットとして社会福祉の向上に大きく寄与しているほか、これまでの長年の経験を踏ま
えたノウハウが県社会福祉事業団に蓄積されており、利用者の処遇の継続性が確保される
ことが重要であることから、同事業団が引き続きこれら施設の設置運営を行うことが適当で
ある。

－

（注） 各視点（①～③）に基づき、必要性の有無のいずれかを■とすること。「説明」欄には、現状及び今後の見通しを踏まえた所管課による検証結果を記入すること。

様式２（事業の意義）



Ⅲ　経営健全性等の検証

Ⅲ－１．財務・経営状況 (注)  (1)（２）は公益法人の会計基準を前提とした構成であるため、株式会社等については、適宜項目を修正すること。

（１）財務状況　［貸借対照表により財務体質を把握］ （単位：千円,％）

（２）経営状況　［正味財産増減計算書（損益計算書）により経営状況を把握］ （単位：千円,％）

（３）財務・経営状況の検証及び見直し内容　[財務・経営状況について検証し、収支改善や経営の効率化のための取組内容を把握]

66.1

受取補助金等 63,198
退職者の減による運営費補助金減少によるもの。

寄付金減によるもの。

希望が丘移転改築に係る建設仮勘定を計上したため。

退職金の減及び前年度3月分の社会保険料の支払い
が、年度末が土日であったため、4月に繰り越されたた
め、前年度より減になったため。

松濤荘及び寿泉荘改築に係る借入金償還により減と
なっている。

今後の経営安定化（運転資金の確保）、自主運営施設
の改築及び修繕財源確保のための積立金によるもの。

402,568 385,929 △16,639

事業収益

対前年比 備考（増減割合が10％以上の場合その理由等）

経常収益 6,995,577 7,045,825 7,075,089 29,264 100.4

正味財産－基本財産等
[剰余金又は累積損失]（注1,2）

9,450,909

605,929 133,878 147,674

132,595 137.9
その他の積立資金積立額の増額については、今後の経
営安定化（運転資金の確保）、自主運営施設の改築及
び修繕財源確保のための積立金によるもの。

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

その他の積立金取崩額 81,412 230,417 32,956 △197,461 14.3
その他の積立金取崩額の減少については、前年度に梓
園改築及び地域福祉支援センターの改修工事分の資金
を取り崩したことによるもの。

事業費 1,126,039 1,059,826 1,070,317 10,491 101.0

（注） 1.「債務超過」「累積損失あり」の場合、様式３－３「経営健全性・財政リスクの検証」を記入すること。

12,591 △6,467

(注) 当期純損失が２期以上継続かつ今後３期以内に累積損失が生じるおそれがある場合、様式３－３「財政的ﾘｽｸ・費用対効果の検証」を記入すること。

118.4
当年度に希望が丘移転改築に係る補助金があったた
め。

△201,405 3,521 98.3

当期経常増減額 [経常損益]

減価償却費 357,904 379,234 375,583 △3,651

当年度に希望が丘移転改築に係る補助金があったた
め。

当期経常外増減額 [経常外損益] 4,929 6,522 18,570 12,048 284.7

経常外費用

2,328,417 2,603,780 2,670,880

98.8

13,796 110.3

経常外収益 610,858 140,400 166,244 25,844

481,350

受取会費 0 0 0 0

98,604 51,783 △46,821 52.5

受託収益 338,882

基本財産等運用益

（社福）山形県社会福祉事業団

97.5

        2.「基本財産等」は、当該公社等の財産的基礎をなすものとして、資本金、基本財産、特定資産など公社等ごとに個別に判断して算出する必要があることに注意。
           従って、「正味財産－基本財産等」は、公社等の活動により生じた正味財産（純資産）の増加（減少）部分に相当するものとして、剰余金又は累積損失を表すものであること。

189,794 388,591 498,335 109,744 128.2

人件費 5,040,448 4,969,941 4,844,795

事務費 453,159 487,464

公社等見直し計画

34,305 107.6

99.0

101.5

その他経常収益 10,150 19,058

95.9

67,100 102.6

前期繰越活動増減差額 2,372,314 2,328,417 2,603,780 275,363 111.8
前期繰越活動増減差額の減少は、今後の経営安定化
（運転資金の確保）、自主運営施設の改築及び修繕財
源確保のための積立金によるもの。

当期一般正味財産増減額
 [当期純損益]（注）

194,723 395,113 516,905 121,792 130.8

その他の積立金積立額 320,032 350,166 482,761

正
味
財
産
増
減
計
算
書

(

損
益
計
算
書

)

項目 R4年度 R5年度 R6年度 対前年度増減額

0 0 0 0

6,583,347 6,525,595 6,624,786 99,191

その他費用 △199,958 △204,926

経常費用 6,805,783 6,657,234 6,576,754 △80,480

次期繰越活動増減差額

△125,146

9,746,584 10,182,892 436,308 104.5

負債・正味財産合計 11,696,227 11,920,455 12,196,358 275,903 102.3

次期繰越活動増減差額 2,328,417 2,603,780 2,670,880 67,100 102.6
正味財産合計
[純資産(負の場合、債務超過)]（注1）

9,460,909 9,756,584 10,192,892 436,308 104.5

2,544,712 449,805

5,147,334 5,047,897 4,967,300 △80,597 98.4

1,975,158 2,094,907 121.5

2,003,466 △160,405 92.6

580,434

基本金 10,000 10,000 10,000 0 100.0

資産合計 11,696,227 11,920,456 12,196,358 275,902

521,352 △59,082

825,558 741,647 △83,911

項目 R4年度 R5年度

財務・経営状況の検証

R6年度 対前年度増減額 対前年比

うち特定資産 3,422,371 3,627,861 4,067,517 439,656 112.1

9,606,182 181,851 101.9

うち基本財産 5,985,027 5,796,470 5,538,665 △257,805 95.6

102.3

100.0

(注) 「財務・経営状況の検証」のうち、長期借入金については、「償還完了（見込み）時期」「償還財源」を明らかにしたうえで、問題が無いか検証した結果を記入すること。

長期借入金
（注）

　特別養護老人ホーム「松濤荘」及び「寿泉荘」改築に伴う借入金については、予定通り償還見込み。
　償還完了（見込み）時期：2039年9月　償還財源：自主財源

見
直
し
内
容

項目 検証結果・見直し内容（具体的に記載すること）

  目標稼働率の設定
  支援困難者の積極的な受入による収入確保

　①電気使用量の節減
　②法人本部での業務委託等の一括契約又は地域ブロック単位の共同購入契約（可能なものから順次実施）
　③給与制度の見直し（～令和7年度）

（様式３－１）

備考（増減割合が10％以上の場合その理由等）

うち借入金 639,516

流動負債 788,300

固定資産 9,407,398 9,424,331

流動資産 2,288,829 2,496,125 2,590,176 94,051 103.8

貸
借
対
照
表

89.8

うち借入金 59,082

収入確保
（利用者負担の見直し、

債権回収等）

支出削減
（給与の見直し、組織
機構のスリム化等）

その他収支改善や
経営効率化の取組

これまでの実績

　自主事業及び指定管理施設の管理運営により、令和６年度は約516,905千円の当期活動増減差額を計上している。

　報酬加算の確保のため、職員の各種資格取得の推進と有資格者の採用（人材確保）を図る。

　平成18年度からの組織・給与制度の見直しにより、職員給与を平均12％削減した。

固定負債 1,447,018 1,338,313 1,261,819 △76,494 94.3

59,082 59,082 0

89.8

負債合計 2,235,318 2,163,871

様式３－１（財務・経営）



Ⅲ－２．県の関与状況等
（１）県の財政的関与状況　［県による公社等への財政支援状況を把握］ （単位：千円,％）

補助金

委託料

その他

(注) 「損失補償等の残高がある」又は「元利償還金に対する県依存率10％以上」の場合は、様式３－３「経営健全性・財政リスクの検証等」を記入すること。

（参考）国・県・市町村その他の財政的関与状況（R6年度決算） （単位：千円,％）

（２）県の財政的関与状況詳細 （単位：千円）

(注) 欄が不足する場合は、適宜欄を挿入して記載すること。委託料は、契約相手方の決定方法及び指定管理者に関する事項も記入すること。

（３）県の人的関与状況　[役職員の状況（注１）等を把握] （単位：人）

（４）役員報酬の状況

名 千円

（５）県の関与の必要性の検証及び見直し内容　［県の財政支援等の必要性の検証、必要に応じ、見直し内容を把握］

(注) 公社等に対する県の財政支援・人的支援の必要性や組織機構のスリム化等について、所管課の検証結果及び見直し内容等を記入すること。

R5年度 R6年度 対前年度増減額 対前年比

国 割合 県

0

450

0

1,239,408

0

31,804 継続

備考（増減理由、新規・継続の別等）

80.7%

1,189,644

総収入に占める県の
財政支援等の割合

1,496,490

452 2
非正職員の正職員

換算人数（注２）

639 0
0 0
0 0

639
0
0

0 0
2

83.4△142,875716,435

44,890

2,939 4,811 3,766 継続

464

△7,546 85.6

福祉医療機構

公益財団法人JKA(競輪･ボー
トレース補助事業)

「その他」の名称

0 0

83.5

0.0% 344,988

公社等見直し計画

割合

0.0%

3.0%

0.0%

事業類型：

859,310

0.3%

0.0P

割合

0

52,436

0.0%

その他

521,352

2,100

市町村

22,242

R5年度R4年度

0

58,985

13,498 継続

R6年度 対前年比対前年度増減額

19.7%

13,347

0

98,604 51,783 7,686

14,674 0

割合

0 0 0

R7年度

介護職員処遇改善支援補助金 0

0

0

12,563

30,681 26,820地域生活定着促進事業委託

相互派遣ネットワーク事業委託 4,791 0 0 R5で委託事業終了

【負担金、会費等】 0 0

0 0介護ロボット導入支援事業費補助金 7,079

継続山形県社会福祉事業団運営費補助金

サービス継続支援事業補助金 5,764 3,776

山形県社会福祉事業団施設整備支援事業費補助金 0 27,445

結核予防費補助金 473 520 0

移譲社会福祉施設機能強化等支援事業費補助金 727,576 613,944 533,349 継続

10,000 10,000 0 100.0

0 0 0

0.0%

（様式３－２） （社福）山形県社会福祉事業団

項目

出資（出えん）金
損失補償（債務保証）残高(注）

短期貸付残高

長期貸付残高

元利償還金に対
する県依存率（注）

R4年度
10,000

0

0

0

0.0%

△150,421761,325911,746

10.5% △2.2P12.7%

項目
1,437,505

アウトソーシング

【長期貸付】 0 0 0

0 0

合計0 0 0

【出資・出えん金】

2

対象役員数 報酬総額（R6年度）

11,4712

（注）1.対象役員数は、役員のうち無報酬のものを除く。
       2.対象役員数が1名の場合、当該個人年収が明らかになるおそれがあることから、報酬金額は掲載しない。

項目

648,609 継続

物価高騰対策支援金 19,350 4,293 0

虐待防止・権利擁護研修事業委託 678 696 696 継続

【委託料】 52,436 44,890 49,764

【補助金】 859,310 716,435

障がい者相談支援従事者等養成事業委託

保護施設等衛生管理体制確保支援補助金 0

障害者就業・生活支援（生活支援事業）委託料

重度の障がい等に対応した福祉サービスが安定的に提供され、利用者（入所者）が安心して生活できるよう、県社会福祉事業団による施設運営
について引き続き県が関与していく必要がある。
　特に、平成28年度に障害者施設６施設、令和３年度に救護施設２施設を同事業団へ移譲したところであり、利用者処遇の維持向上に向けて、
指定管理から自主経営への激変の緩和を図るとともに、同事業団によって施設の機能強化や再整備が着実に実行されるよう、当面の間、必要
かつ十分な支援を続ける必要がある。

R6年度 R7年度 増減 R6年度 R7年度 増減

0 0 0
5 5 0 4 4 0

761,325

0
504 497 △7

0 0 0
うち県退職者

合計

521,352

740,777

427,641

項目

項目 R5年度 R6年度

委託料 37,763 8.8% 44,890 10.5% 西村山行政組合等

長期借入金残高 0.0%

補助金 716,435 96.7%

100.0%

0.0%

【損失補償・債務保証】 0 0

【短期貸付】 0 0 0

0

(注) 1.役職員の人数は、各年７月１日現在の人数を
         記入すること。

　　  2.非正職員の正職員換算人数は、（非正職員の
         所定の総労働時間数）÷（正職員の所定の労
         働時間数）で算出し、合計を記入すること。

0 0うち県退職者

2 2

0

非常勤役員

うち県職員

うち県退職者

非正職員

うち県職員

項目

常勤役員

うち県職員

うち県退職者

正職員

うち県職員

合計額 911,746

様式３－２（県の関与等）



Ⅲ－３．経営健全性・財政的リスクの検証等

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

（２）中期経営改善計画等の策定状況　［経営健全化に向けた見直しを含む中期的な計画の策定状況を確認］

■ 有 □ 無

（注） 上記計画を策定している場合は、その写しを添付すること。

公社等見直し計画

（１）経営健全性・財政的リスクの検証　［経営健全化等の努力が必要又は県にとって財政的リスクがある公社等について、今後の対応方針を確認］

今後の対応方針

策定の有無

（様式３－３） （社福）山形県社会福祉事業団

③当期純損益赤字が２期
   以上継続し、かつ今後
   ３期以内に累積損失が
   生じるおそれが無いか

④県の損失補償、債務保
　 証を受けていないか

⑥債務の元利償還金の財
　 源の10%以上を県補助
   金・貸付金等に依存し
   ていないか

該当の有無（注）

⑤県から長期貸付金を受
　 けていないか

令和３年度
～

令和７年度

計画期間 主な取組内容

左記いずれかに該当有の場合その理由

山形県社会福祉事業団「将来構想に基づく後期５か年実行計画」
　○基本方針
　　(1)　地域とともに歩む事業展開
　　　ア　地域共生社会の実現
　　　イ　多様化・複雑化するニーズへの対応
　　(2)　地域生活を支える総合窓口としての事業展開
　　　ア　ワンストップ・ノンストップの事業展開
　　　イ　相談支援事業所の更なる活用
　　(3)　機能強化の推進
　　　ア　専門的ニーズへの挑戦
　　　イ　重度者の地域移行の推進
　　(4)　業務効率化の推進
　　　ア　ICT化、AI化等の推進
　　　イ　新調理システム(ニュークックチル)の導入及びセントラルキッチンの設置
　　(5)　多様な人材の確保・育成と働きやすい環境づくり
　　　ア　ウェブサイト等を活用した人材の確保
　　　イ　研修の充実・強化による人材の育成と定着
　　　ウ　仕事と家庭に両立と働きやすい環境づくり
　　(6)　自立的経営の確立
　　　ア　収入の確保と支出の削減
　　　イ　経営基盤の確立

(注) 各項目について該当の有無のいずれかを■とすること。いずれかの項目で「有」に該当がある場合、指導指針第５（３）により経営健全性が無い又は県にとって財政的リスクがあるものと
　　  判断することとなるため、上記項目に該当することとなった理由、解消時期等の明示を求めたうえで、必要に応じて中期経営改善計画の策定を求めるなど、経営健全化に向けた見直しを
       行うこと。

項目

①債務超過（正味財産合計が

　　ﾏｲﾅｽ）に陥っていないか

②累積損失（正味財産－基本

    財産等がﾏｲﾅｽ）が生じてい
　 ないか

様式３－３（経営健全性、財政的リスク）



Ⅳ　費用対効果の検証（地方創生に資する公社等の有効活用を含む）

１．費用対効果の検証

１－２．地方創生に資する公社等の有効活用　［健全な経営を前提とした公社等の有効活用方法を検討］

２．費用対効果に係る見直し内容

(注) 検証の結果、「費用対効果が乏しい」と認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含めた見直し内容（又は今後の方針）を記入すること。
　　  その他の公社等にあっては、当該公社等の運営をより効率的かつ効果的に実施するための見直し内容（又は今後の方針）を記入すること。

-

（様式４） （社福）山形県社会福祉事業団

　県社会福祉事業団は、設立以来、その時々の制度やニーズを踏まえた施設の運営を担ってきた。
　地域での生活が困難な要介護等の障がい者や個別の支援が常時必要な強度行動障害を有する障がい者への対
応に手厚い人員配置等が求められ、これらについてはこれまで採算性の面で一般の社会福祉法人等では担うこと
が困難であった。国の社会福祉基礎構造改革により、こうした重度障がい者等への支援を評価する加算制度が整
備され、一般の社会福祉法人等でも徐々に重度障がい者等の受入れがなされてきたが、まだ十分とはいえない状
況である。そのため、同事業団が当該分野におけるセーフティーネットとして社会福祉の向上に大きく寄与しているこ
とから、費用（出資等）に見合った効果を生んでいると認められる。

有効活用の視点 内容

①地方公共団体の区域を超えた活動
　複数の地方公共団体がそれぞれの区域を超えて共同で事業を実施するための
簡便で有効な手法の一つとして、機動的、弾力的な事業実施が可能。

②民間企業の立地が期待できない地域における事業
実施
　民間企業の立地が期待できない中山間地域や離島などの地域において、産業
振興、地域活性化等に取組むための有効な手法となる場合があり、民間の資金
やノウハウの適切な活用による地域活性化等に取組むことが可能。

③公共性、公益性が高い事業の効率的な実施
　公社等が民間企業と同様の機動的、効率的な経営手法で行政の補完・代行機
能を果たすことにより、地方公共団体が直接実施するよりも効率的又は効果的に
行うことが可能。特に、民間企業では公共性、公益性が担保できない事業におけ
る確実かつ円滑な進捗が可能。

-

(注) 1.第４（事業の意義の検証）、第５（経営健全性等の検証）を踏まえ、当該事業を公社等が行うことが最終的に最も効率的で効果的であるかどうか、費用対効果の観点から、費用（県による
　　    出資、補助金その他の支援）に見合う効果（県民サービスや県民福祉の向上につながる成果）が出ているかなどについて、以下の点を参考に総合的に検証し、記入すること。
　　　  ・ 事業実績が県の出資目的に照らし期待される効果を上げているか。
　　　  ・ 事業成果が費用（県による出資、補助金、その他の財政支出）に見合っているか。
　　　  ・ 公社等の運営（事業手法やサービス提供方法）が効率性等に十分配慮したものか。
　　　  ・ 現行の手法について、採算性や持続可能性の点で問題はないか。
      2.上記、費用対効果の検証のうち、特に、地方創生に資する内容がある場合には、以下別枠（１－２．地方創生に資する公社等の有効活用）に記入すること。
      3.費用対効果が乏しいと認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含む見直しを行う必要があるため、以下（２．費用対効果に係る見直し内容）を記入すること。

公社等見直し計画

様式４（費用対効果、地方創生）



Ⅴ　その他取組状況

１．情報公開の取組状況　［県民に対する情報公開が積極的に行われているか確認］

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

□ 有
■
□

２．監査の結果等　[県や各指導監督機関による監査等の結果とその対応が適切になされているか確認]

３．その他取組状況・特記事項

(注) 各監査結果について、是正を要する指摘等を受けた場合はその内容と、それに対する対応状況について記入すること。

公表の手段（公表していない場合はその理由、公表予定時期等）

社会福祉法人山形県社会福祉事業団情報公開規程に基づく開示
法人ホームページでの公開

社会福祉法第59条等に基づく社会福祉法人現況報告書の提出
法人ホームページでの公開

当該計画は、今後の県からの支援内容も含め、法人の経営状況、移
転・改築時期等内容、利用者定員の変更、人員配置計画等に直接的に
関与する内容であり、利用者、保護者、関係地域住民、関係団体に無
用な心配や誤解を与えることを回避するため

法令等による
指導監査

令和６年９月
～令和６年

12月

山形県内所
管総合支庁 -

県監査委員監査
令和４年

11月

山形県
監査委員
事務局

-

対象施設：大寿荘居宅支援事業所、ふれんず、
吹浦荘坂田共同生活事業所、特別養護老人ホー
ム大寿荘、大寿荘指定短期入所生活介護事業
所、まある、慈丘園共同生活事業所、希望が丘米
沢共同生活事業所、みやま荘共同生活事業所、
ういんず、明鏡荘一般型特定施設、救護施設山
形県みやま荘、ワークショップ明星園共同生活事
業所
指導監査名：ケアプラン点検、指定障害福祉サー
ビス事業者当実地指導、介護保険施設等運営指
導、救護施設の運営状況
監査結果：運営規程及び重要事項説明書並びに
利用契約書の内容整備、施設設備及び運営に係
る書類の整備、報酬の請求に係る過誤請求及び
書類の整備

指摘事項なし

指摘事項等なし

（様式５） （社福）山形県社会福祉事業団

　　ホームページアドレス： https://www.ysj.or.jp

公社等見直し計画

中期経営改善計画等
無
策定無

項目

定款（公社等の設立目的）、事業内容

事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書（損
益計算書）、事業計画書、その他財務諸表

公表の有無（注）

(注) 本計画に記載していない公社等見直しに係るその他の取組や、特に記載を要する事項があれば、記入すること。

(注) 各項目について公表の有無のいずれかを■とすること。公表していない場合、その理由を明らかにし、公社等に対しインターネット等の活用による公表を含め、情報公開を積極的に行う
      よう助言・指導すること。また、公表資料について、添付すること。

項目 実施年月 実施機関等 左記に対する対応状況監査等の結果（指摘事項等）

外部監査
令和６年７月
～令和７年６

月

EY新日本有
限責任監査

法人
-

第三者評価
令和５年６～
令和６年２月

各施設の苦
情解決委員
を務める学
識経験者、
弁護士及び
他法人職員

等

小規模事業所においても確実
に実施し、第三者評価機関の
利用も検討している

計算書類：
一般に公正妥当と認められ社会福祉法人会計基
準に準拠して、社会福祉法人山形県社会福祉事
業団の当該計算書類に係る期間の財産、収支及
び純資産の増減の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
財産目録：
全ての重要な点において、我が国において一般
に公正妥当の認められる社会福祉法人の基準に
準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作
成されているものと認める。

様式５（その他）

https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/
https://www.ysj.or.jp/

